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はじめに 

建築行政における電子報告（建築確認検査業務におけるオンラインによる行政報告）は、報告

側である指定確認検査機関にとっては報告書の印刷や郵送などの手間、郵送費の削減などの効果

があり、受理側の特定行政庁にとっては台帳情報の入力手間の削減などが見込まれることから、

行政報告を行っている双方にとって、業務効率化のメリットがある。 

本ガイドラインは、建築行政共用データベースシステムの「通知・報告配信システム」を利用

した電子報告を開始しようとする特定行政庁及び指定確認検査機関を対象に、その準備作業から

運用方法までを解説したものである。 

 

用語・略称 

№ 用語・略称 解 説 

1 デジタル手続法 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

2 主務省令 国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律施行規則 

3 告示 国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する告示 

4 共用ＤＢ 建築行政共用データベースシステム。 
一般財団法人建築行政情報センターが提供する、特定行政庁、指

定確認検査機関等向けの業務システム。台帳登録閲覧システム、

通知・報告配信システム、建築士・事務所登録閲覧システムなど

のサブシステムで構成される。 

5 通知・報告配信システム 共用ＤＢのサブシステムのひとつ。 
指定確認検査機関から特定行政庁への法定報告を、電子データで

送受するシステム。 

6 台帳登録閲覧システム 共用ＤＢのサブシステムのひとつ。 
特定行政庁が確認台帳情報等ストックするための台帳システム

であり、通知・報告配信システムから直接報告データを取込むこ

とができる。 

7 独自台帳システム 特定行政庁が、共用ＤＢ以外に独自に開発、調達した台帳システ

ム。パッケージ版台帳システムを含む。 

8 帳簿システム 指定確認検査機関が、独自に開発、調達した帳簿システム。機能

改修することで、通知・報告配信システムに接続が可能。 

9 NICE システム等 NICE システム（（株）エシェンツ・ジャパンが開発提供する通知・

報告配信システムに接続する機能を実装した帳簿システム。又は

これと同等の接続機能を持ったパッケージシステム。 

10 XML（データ） 「Extensible Markup Language」の略。 
本書では、電子報告における文字情報のデータのことを XML と

している。 

11 PDF（データ） 「Portable Document Format」の略。 
本書では、電子報告におけるスキャニング等行った画像情報のデ

ータのことを PDF としている。 

12 ICBA 一般財団法人建築行政情報センター 
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１電子報告の概要 

（１）電子報告とは 

「電子報告」とは、建築確認検査業務における確認審査報告、完了（中間）検査引受通知、完

了（中間）検査報告などで送付すべき様式、書類等を電子データ化し、これらをオンラインで送

信するものである。 

（２）実施方法 

本書では電子報告を行う方法として、特定行政庁と指定確認検査機関を専用の回線で接続し、

電子帳簿等のデータを送受する行政報告専用のシステムである①「通知・報告配信システム」

で送受する方法を前提とする。「通知・報告配信システム」の利用には、ICBA との利用契約が

必要である。 

他に②電子メールで送受する方法も考えられるが、送受信側共、報告用件のメールと他の用

件のメールが混在して管理が極めて煩雑となること、電子メールに添付できるデータが小容量

に限られること、特定行政庁は報告の文字情報を台帳システムに直接取込めないことなどから、

実施のメリットは少ない。 

 

独自台帳システム、帳簿システムにおいては、接続のための機能改修が必要にはなるものの、

「通知・報告配信システム」を利用することより、特定行政庁、指定確認検査機関共、相手方が

どのシステムかにかかわらず、同一フォーマットのデータにより電子報告を実施することがで

きる。 

現在「通知・報告配信システム」は、多くの特定行政庁、指定確認検査機関が利用しており、

電子報告の共通インフラとなっている。当システムを利用して新たに電子報告を開始する団体
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は、年々増える傾向にある。（令和 3 年現在、特定行政庁：約 150 団体、指定確認検査機関：約

40 団体で利用中） 

※電子報告を実施している団体の最新情報（ICBA サイト） 

https://www.icba.or.jp/kyoyodb/top/denshihoukokujokyo.pdf 

（３）電子報告実施のメリット・デメリット 

「通知・報告配信システム」による電子報告を実施した場合のメリット・デメリットは、以下

のとおり。 

 特定行政庁 指定確認検査機関 

メ
リ
ッ
ト 

・報告書等の文字情報が入手できるため、

システムへの入力手間が削減される。 

・報告書類の保管場所が不要となる。 

・報告書等の用紙印刷、押印、封入、郵送な

どの手間が削減される。 

・報告に係る郵送費が削減される。 

・郵送に掛かる時間を要せず送信とほぼ同

時に特定行政庁に到達するので、報告作

業に時間的猶予ができる。 

デ
メ
リ
ッ
ト 

・電子報告を行うためのシステムの調達が

必要。 

・電子報告と用紙報告が混在した場合、業

務が煩雑となる。 

・建築計画概要書を用紙で閲覧する場合、

電子データからの用紙印刷が必要とな

る。 

・電子報告を行うためのシステムの調達が

必要。 

・電子報告と用紙報告が混在した場合、業

務が煩雑となる。 

・用紙による申請の場合、建築計画概要書

等を用紙から電子データ化する必要があ

る。 

（４）送信方法 

電子報告には以下 2 つの運用方法があり、各々送受するデータの種類や範囲が異なる。 

①データ本位型 

報告書類一式をオンラインによるデータ送受信のみで完結する方法。データそのものが正と

なる。 

報告書類全てをデータ送受信のみで完結する「データ本位（完全）」と、建築計画概要書等一

部の書類はデータの他に郵送する「データ本位」の 2 種類に分けられる。 

②郵送本位型 

従来どおり用紙を郵送して報告を行うほか、一部データの送信を行う方法。法定報告として

の正本は郵送したものであり、送信データは補助的な位置付けとなる。 

※郵送本位型は指定確認検査機関にとって業務の負担となるばかりでなく、特定行政庁に

おいても二重登録しないよう常に管理が必要となり、業務の効率化に寄与しない。よっ

て本書における「電子報告」とは、①データ本位型を対象とし、②郵送本位型は取り扱

わないこととする。 
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例）確認審査報告書(建築物)における送信方法 

文書・書類名 データ形式 

①データ本位型 
②郵送本位 

データ本位（完全） データ本位 

データ送信 用紙送付 データ送信 用紙送付 データ送信 用紙送付 

表紙（16 号様式） 文字データ 
（XML） 

◯ － ◯ － ◯ ◯ 

建築計画概要書 文字データ 
（XML） 

◯ － ◯ － ◯ －  

第一・二面 

第一・二・三面 スキャンデータ 
（PDF） 

◯ － ◯ ◯ － ◯ 

確認申請書 
第四・五面・六面 

文字データ 
（XML） 

△ － △ － － 

◯ 
スキャンデータ 

（PDF） 
△ － △ － － 

チェックリスト 
構造計算適判結果通知 

スキャンデータ 
（PDF） 

◯ － ◯ － － ◯ 

建築工事届 スキャンデータ 
（PDF） 

◯ － ◯ ◯ － ◯ 

◯送信、送付 △文字データ or スキャンデータのいずれか送信。 （PDF）は TIFF、JPG を含む画像データ 

２システム及び運用準備 

電子報告実施までの作業フロー 

 



システム及び運用準備 

4 
 

台帳登録閲覧システム又は NICE システム等を利用の特定行政庁又は指定確認検査機関は、（１）、

（２）は不要につき、（３）電子報告運用方法の検討 以降を参照されたい。 

独自台帳システム又は帳簿システムを利用の特定行政庁又は指定確認検査機関は、あらかじめシ

ステム環境の整備が必要となる。 

（１）システム機能改修 

①台帳登録閲覧システム（特定行政庁） 

システム機能改修は不要。 

共用ＤＢの「台帳登録閲覧システム」に実装された、報告データ受信機能を利用する。当機能

を利用すれば、「通知・報告配信システム」を起動することなく電子報告データを「台帳登録閲

覧システム」上の操作で直接受信できる。 

②NICE システム等（指定確認検査機関） 

システム機能改修は不要。 

NICE システム等を利用すれば、「通知・報告配信システム」を起動することなく「NICE シ

ステム」の操作で電子報告データを直接送信できる。 

③独自台帳システム（特定行政庁） 

「通知・報告配信システム」を介して報告データを取込めるように、ICBA が公開しているイ

ンターフェース規定書を基に、独自台帳システムの機能改修を行う。 

送られてきたデータの取込みを「通知・報告配信システム」に直結して受理する方法と、同シ

ステムからダウンロードしたファイルを取込んで受理する方法がある。一般に前者の方が利便

性は高いが、開発コストは割高となる。 

④帳簿システム（指定確認検査機関） 

「通知・報告配信システム」を介して報告データを送信できるように、ICBA が公開している

インターフェース規定書を基に、帳簿システムの機能改修を行う。 

データの送信を帳簿システムから「通知・報告配信システム」に直結して行う方法と、同シス

テムへファイルをアップロードする方法がある。一般に前者の方が利便性は高いが、開発コス

トは割高となる。 

（２）テストデータ送受信（インターネット検証環境） 

共用ＤＢには、実務で利用しているシステム環境（本番環境）とほぼ同一構成で、インターネ

インターフェース規定書参照先 

https://www.icba.or.jp/kyoyodb/renkeishiyo.html 

 

※インターフェース規定書は、法令改正やシステムの仕様変更があった場合、新たなバージョン

へと更新されている。規定書のバージョンが異なるシステム間でデータ送受を行うと、仕様の

違いからエラーが発生する場合がある。 

従って独自台帳システム、帳簿システムについては、定期的にインターフェース規定書の更新

有無の確認が必要となる。 
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ット回線を利用した動作検証用のシステム環境（インターネット検証環境）がある。システム

の機能改修が完了したら、まずはインターネット検証環境を利用して、動作や不具合の有無等

を確認する。 

特定行政庁、指定確認検査機関それぞれにおいて、報告データを通知・報告配信システムを

操作して送受信するか、機能改修したシステムを通知・報告配信システムに直結して送受信す

るかの計 4 ケースがあり、各々テストデータ送受信の実施方法が異なる。 

テスト送受信実施の４つの方法 

 通知・報告配信システムを操作して送受信 通知・報告配信システムに直結して送受信 

特
定
行
政
庁 

①テスト用 Zip ファイルを通知・報告配信システ

ムで指定確認検査機関のアカウントから送信

し、それを特定行政庁のアカウントで受信した

ファイルを独自台帳システムで取込んで確認

する。（注 1、注 2、注 3、注 4） 

②通知・報告配信システムに独自台帳システムを

特定行政庁のアカウントとして接続の上、指定

確認検査機関のアカウントからテスト用 Zip

ファイルを特定行政庁へ送信し、独自台帳シス

テムで取込んで確認する。 

（注 1、注 2、注 3、注 4、注 5） 

指
定
確
認
検
査

機
関

③帳簿システムより生成した送信用 Zip ファイ

ルを通知・報告配信システムの指定確認検査機

関のアカウントから送信し、特定行政庁のアカ

ウントの台帳登録閲覧システムで取込んで状

況を確認する。（注 2、注 3、注 4） 

④通知・報告配信システムに指定確認検査機関の

アカウントとして帳簿システムを接続の上、送

信用テストデータを送信し、特定行政庁のアカ

ウントの台帳登録閲覧システムで取込んで状

況を確認する。（注 2、注 3、注 4、注 5） 

 

注 1 テスト用 Zip ファイル 
ダウンロード先 URL 

https://www.icba.or.jp/kyoyodb/renkeishiyo/1002_if_kyotsuTool
_samplefile_010114.zip 

注 2 インターネット検証環境 
ログイン URL 

https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

注 3 アカウント情報 
（指定確認検査機関） 

ユーザ ID：A634100001 ～5 
パスワード：test7704（パスワードの変更を求められた場合は、P32 「７

インターネット検証環境のログイン用パスワードについて」を参照のこと 
注 4 アカウント情報 

（特定行政庁） 
ユーザ ID：A924100001 ～5 
パスワード：test7704（パスワードの変更を求められた場合は、P32 「７

インターネット検証環境のログイン用パスワードについて」を参照のこと 
注 5 インターネット検証環境 

接続先 URL 
https://icba.kenchikugyousei-
db.jp/THWebService/services/CreateSession 

組織コードなどの問い合わせ先 ICBA システム課 e-mail：gr-support@icba.or.jp 

検証環境における報告データ送受信

の詳細な操作方法の説明書 
「インターネット検証環境によるテスト送受信の実施手順」 
https://www.icba.or.jp/kyoyodb/top/int_kenshou.pdf 

 

（３）電子報告運用方法の検討・調整 

①特定行政庁 

i.報告収受 

・電子ファイルに対する収受印の代替措置の検討。 

・電子報告による送信と書面送付による同一物件重複の有無を、常時管理する体制の検討。 
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ii.決裁 

・建築計画概要書等の書類を関係部門で審査し、決裁後に閲覧に供するのが一般的な事務の流

れであるが、これら一連の事務は最初から最後まで書面のままで進められることが多い。 

・電子報告では電子ファイルからスタートとなるため、どの時点で書面の流れに合流させるか

がポイントとなる。 

・電子報告が到着した時点ですべて書面に印刷し、決裁の流れに乗せるのがもっともシンプル

であり、書面による報告が大半を占める現在においては主流。ただし、印刷コストは嵩む。 

・なお、印刷せずに決裁を進めるには、電子決裁の導入が必要。 

iii.保存 

・確認審査報告書の電子報告においては、保存年限の異なる３種の文書が混在している。 

・建築計画概要書＝永年保存 

・確認申請書第四面～第六面ほか＝保存年限あり 

・建築工事届＝都道府県に送付 

・用紙報告を管理するリストがある場合、電子報告受理分も併せて記載し、一元化する検討が

必要。 

・電子報告開始後は、各物件の提出経路が書面報告か電子報告かで保存場所が異なることにな

るが、保存場所の統合的な検索を台帳登録閲覧システムと位置付けることで、シンプルな管

理が可能。 

iv.閲覧 

・建築計画概要書を簿冊に綴じて書面で閲覧に供するのが一般的であるが、この場合は電子報

告された物件の印刷作業が必要。 

・その結果、建築計画概要書の記載事項は、 

1)指定確認検査機関が入力したデータ 

2)スキャナ画像（申請原本） 

3)印刷書面 

の３重管理が発生する。 

・さらに、統合ＧＩＳを閲覧システムとして活用する場合では、 

4)ＧＩＳ内のスキャナ画像 

が加わり、４重管理となる。 

v.訂正 

・前掲のとおり、多重管理となった状態で不備訂正が発生したり、記載事項変更届が提出され

たりした場合、前掲 1)～4)をどこまで同期修正するかを決めておく。 

・1)～4)すべてを同期修正するのは労力的に非現実的であり、3)（又は 4））閲覧用を「正」とし

て、検索に支障がないよう 1)も同期することが最低必要。 

・将来そのまま電子閲覧に移行するには 2)の同期修正も考慮。 

・報告受理後に変更届を要しない訂正が発生した場合の一例。 

・文字情報は台帳システム（行政庁側）で修正する。 

・建築計画概要書等の PDF は、指定確認検査機関へ電子メールによる再送信を依頼し、台
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帳登録閲覧システムの添付ファイルとして更新修正する。 

（受理後の報告物件に、修正の電子報告は行えない。） 

vi.変更 

・変更届は、通知・報告配信システムによらずに用紙送付が原則となっている。 

変更届の処理方法の一例。 

1)変更届と共に送付されてきた建築計画概要書訂正版の PDF（スキャナ画像）を作成する。 

2)先に綴じ込んだ概要書に朱書き訂正が発生している場合は、用紙原本に同じ内容を再度朱

書きした上で PDF を作成する。 

3)台帳システムに取り込む（訂正前の PDF と差し替える）。 

4)台帳システムの文字入力箇所に当該訂正内容を反映させる。 

vii.表記統一 

・書面による報告の手入力において、漢数字・算用数字や全角・半角などを表記統一している例

があるが、電子報告を実施する指定確認検査機関に同様の入力方法を強いることは困難。 

・表記統一をしている場合は、電子報告の受理後にその作業手間を見込むことが必要。 

viii.建築工事届 

・電子報告では建築工事届がＰＤＦで送信されるが、都道府県で PDF のまま受け入れる事例は

ないため、特定行政庁による書面印刷は必須。 

・指定確認検査機関からは、建築工事届と他の書類が１つの PDF ファイルにまとめて格納され

て送られてくることが多い。その中から建築工事届を印刷は、特定行政庁が手作業で行う。 

・電子報告件数が多い場合は、都道府県への提出締切を考慮したこまめな印刷を行う。 

 

②指定確認検査機関 

ix.書類の電子データ化及び管理 

・申請者から提出された建築計画概要書やチェックリスト、建築工事届など様々な書類の PDF

化の作業体制及びデータ保管ルールの策定が必要。 

・電子報告として送信する物件と従来の書面送付による報告が混在して送付することになるた

め、両者の重複や不足が無いかを、常時管理する体制の検討が必要。 

x.報告データ送信 

・「（８）推奨ルール」記載のルールの他、「⑨ローカルルール」など、送信先で独自に定めたル

ールに留意して送信する。 

・用紙報告を管理するリストがある場合、報告データ送信後、電子報告送信分も併せて記載す

るなど、一元化する検討が必要。 

・「報告日」（確認審査報告書等に記載の日付）のほか、「データ送信日」「書面原本投函日」など

管理項目の追加が必要。 

xi.報告データ送信後 

・送信後、特定行政庁の操作により通知・報告配信システムでは次のステータスが表示。 

配信済までは指定確認検査機関側で随時取り消し可能。 
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配信済：サーバに報告データが到達。（指定確認検査機関側で取り消し可能。） 

参照済：特定行政庁が検索結果に一覧表示。（以降は指定確認検査機関側で取り消し不可。） 

受信済：特定行政庁が物件の詳細表示。 

受理済：特定行政庁が受理の上、台帳登録又はデータをダウンロード。 

不受理：特定行政庁が不受理処理。 

xii.訂正 

・指定確認検査機関が「参照済」以降に訂正する場合は、電話・メール等により特定行政庁へ連

絡し、対応方法の確認が必要。 

・特定行政庁からの求めにより、「参照済」後に変更届を要しない訂正が発生した場合、 

1)特定行政庁より、電子メールによる建築計画概要書の修正版PDF送付を求められるので、

申請者より入手して、電子メールで送信する。 

2)自機関の帳簿システムの文字情報を修正する。（特定行政庁の文字情報は、特定行政庁自

ら修正する。） 

※電子報告した物件に対して、修正・更新送信はできない。 

・特定行政庁が「不受理」とした場合、不受理とした理由を確認・修正の上、改めて送信する。

※「不受理」となった物件に対して、修正・更新送信はできない。 

xiii.変更 

・変更届は用紙送付とする。変更の通知は送受信双方で電子化のメリットが乏しいため、通知・

報告配信システムによらずに用紙送付が原則となっている。 

1)申請者より提出された変更の内容を、書面による変更届として特定行政庁へ送付。 

2)帳簿システムの変更箇所をデータ修正。 

xiv.用紙原本の管理 

・建築工事届は指定確認検査機関に法的な保存義務がないが、スキャナ画像として特定行政庁

に送信したあと、書面原本が残る。 

・書面原本は社内規程にしたがって一定期間保存ののち、廃棄することが考えられる。 

xv.ローカルルールの管理 

・いわゆる「市町経由」（特定行政庁ではない市町役場に書類を送付すること）や「確認引受」

など、書面報告においてもローカルルールがあるが、相手先特定行政庁によっては、それに

加えて電子報告におけるローカルルールも存在するため、書面、電子報告両方のローカルル

ールについて管理が必要。 

（４）相手先選定 

①特定行政庁・指定確認検査機関共通 

・電子報告を実施している団体の最新情報（ICBA サイト）などから、電子報告の候補先を検

討、打診する。 

・NICE システムでは送信先確定後、システム開発会社に送信先行政庁の設定、テストデータ

の送信を依頼して、特定行政庁が正常に受信できているかを確認する。 
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②留意事項 

・市町経由について 

県が所管の市町が申請地の場合、報告は県に送付せず当該市町に送付しているところがある。

この場合、市町では「通知・報告配信システム」を利用していないため、電子報告は行えな

い。 

・建築工事届の別送について 

県が所管の市町が申請地の場合、建築工事届のみ県に送付せず、当該市町に送付していると

ころがある。この場合、確認審査報告書は所管の県へ送信し、建築工事届のみ従前どおり郵

送で市町へ用紙送付しなければならない。 

・法に定めのない書類について 

特定行政庁が求める法定外の書類のうち、原本が必要とされるのものがある場合は、電子報

告は行えない。 

（５）送受信方法調整 

以下について、特定行政庁、指定確認検査機関の間で協議しておく。 

・「２（８）推奨ルール」を基準とした、送受信するデータの形式等について 

・独自の運用ルールについて 

「（８）⑨ローカルルール」のように、独自に定めた運用ルールの有無を確認する。 

・外字の取扱いについて 

仮の文字を代入し、備考欄に外字のつくりを明示するなど対応を検討する。 

・事前協議受付番号について 

電子報告では、様式記載事項以外を取り扱うための拡充項目が用意されている。そのうち事

前協議受付番号については、「用紙報告の概要入力」－「特記事項」－「備考５」に記載する。 

※特定行政庁、指定確認検査機関によって運用が異なると、双方業務が煩雑となることか

ら、本書に定めたルールに基づいて実施する事が望ましい。 

・一部物件のみを電子報告とすることについて 

電子申請があった物件のみ電子報告とし、それ以外は用紙報告とするなど、一部物件のみ電

子報告とすることは可能であるため、あらかじめ協議が必要。 

・一物件の部分的な電子報告について 

一物件において、部分的に電子報告とし、残りを用紙送付とすることは可能であるため、あ

らかじめ協議が必要。  
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（６）試運用（本番環境） 

本運用の前に試験的に送受信を行い、システム動作や運用の確認を行う。以下に一例を示す。 

試運用から本運用への流れ 

 

①条件 

・試運用の期間は 1 ヶ月間とする。 

・試運用する案件は、実務で申請されたものとする。 

・用紙報告は停止し、電子報告のみを行う。 

・機能改修したシステムを通知・報告配信システムに直接接続して送受信する場合は、接続に

必要な組織コードなどの情報を ICBA に問い合わせて取得し、接続設定を行う。 

 問い合わせ先：(一財)建築行政情報センター システム課 e-mail：gr-support@icba.or.jp 

・通知・報告配信システムに直結して送受信する場合の本番環境の接続先 

（LGWAN） https://icba.kenchikugyousei-db.asp.lgwan.jp/THWebService/services/CreateSession 

（IP-VPN） https://icba.kenchikugyousei-db.net/THWebService/services/CreateSession 

②工程 

・本運用開始予定日の 1 ヶ月前より、全ての通知及び報告について、送信を開始する。 

・送受信を継続しつつ、表面化した課題の解決、体制の見直し及び本運用の可否検討を行う。 

・1 ヶ月間の試運用期間満了前までに、本運用の可否判断を行う。双方本運用実施可能となった

場合は実施方法や開始時期について改めて確認し、試運用から本運用まで間断なく継続運用

できるよう努める。 

（７）本運用 

試運用を経て本運用とする場合に対応すべき事項は以下のとおり。 

・電子報告普及促進のために、ICBA が公開している全国的な電子報告の実施状況一覧

（https://www.icba.or.jp/kyoyodb/top/denshihoukokujokyo.pdf）に掲載を依頼する。 

掲載依頼先 一般財団法人建築行政情報センター 企画課 e-mail：file-kikaku@icba.or.jp 

 

・特定行政庁から指定確認検査機関へ電子報告の実施を書面で依頼する場合は、「５電子報告開

始時の開始依頼書（例）」の「電子報告開始依頼文書」を参考に作成、送付する。 
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（８）推奨ルール 

「データ本位（完全）」、「データ本位」において送信すべき文書と、その送信形式は以下のと

おりとすることを推奨する。なお、スキャナによる画像データは通知・報告配信システムの仕

様により、1 件あたり 15MB までとする。 

①確認審査報告書（建築物）  ※計画変更は、下記に準ずる。 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

表紙（16 号様式） XML ◯ － － 

建築計画概要書 
XML ◯ － －  

第一・二面 

第一・二・三面 PDF ◯ － ◯月 1 回以上 

確認申請書 
第四・五面・六面 

XML △ － － 

PDF △ － － 

チェックリスト 
構造計算適判結果通知 

PDF ◯ － － 

建築工事届 PDF ◯ － ◯月 1 回以上 

◯・・送信、送付  △・・XML 若しくは PDF のいずれか送信 

建築計画概要書第一・二面については、文字化け等への対応を考慮し、文字データ、画像デー

タの両方を送信する。 

事前協議受付番号については、「用紙報告の概要入力」-「特記事項」-「備考５」に記載する。 

 

②確認審査報告（建築設備）  ※計画変更は、下記に準ずる。 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

表紙（16 号様式） XML ◯ － － 

確認申請書 第二面 XML ◯ － － 

チェックリスト PDF ◯ － － 

 

③確認審査報告（法第 88 条第１項工作物）※計画変更は、下記に準ずる。 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

表紙（16 号様式） XML ◯ － － 

確認申請書 第二面 XML ◯ － － 

チェックリスト PDF ◯ － － 
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④確認審査報告（法第 88 条第２項工作物）※計画変更は、下記に準ずる。 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

表紙（16 号様式） XML ◯ － － 

築造計画概要書 
第一面 

XML ◯ － － 

築造計画概要書 
第一・二面 

PDF ◯ － ◯月 1 回以上 

チェックリスト PDF ◯ － － 

 

⑤完了（中間）検査引受通知（建築物・建築設備・工作物共通） 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

表紙（23 号様式） XML ◯ － － 

 

⑥完了（中間）検査報告（建築物・建築設備・工作物共通） 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

表紙（25 号様式） XML ◯ － － 

検査申請書 
第二・三面 

XML ◯ － － 

検査申請書 
第四面 

PDF ◯ － － 

チェックリスト PDF ◯ － － 

 

⑦仮使用認定報告（建築物・建築設備・工作物共通） 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

表紙（35 号の 4 様式） 用紙 － ◯都度 ◯都度 

仮使用認定申請書 
第二面 

用紙 
－ ◯都度 ◯都度 

チェックリスト 用紙 － ◯都度 ◯都度 

 ※システム環境整備が完了した指定確認検査機関が少ないため、電子データの送付なし。 
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⑧変更届等 

文書・書類名 データ形式 データ送信 
用紙送付 

データ本位（完全） データ本位 

変更届等 用紙 － ◯都度 ◯都度 

※台帳登録閲覧システムでの省力化につながらないため、電子データの送付なし。 

 

⑨ローカルルール 

前記運用ルールと異なる方法で電子報告を実施している団体の、主な相違点を記す。 

団体名 （８）推奨ルールとの相違点 

特定行政庁 

宮城県 
県下特定行政庁 

データ本位型 
・建築計画概要書、チェックリスト（仙台市除く）はデー

タの他に後日用紙送付。その際、送付物件リストも用紙

にて添付する。 
・建築工事届は月 1 回用紙送付のみ送付。その際、建築工

事届送付リストも用紙にて添付する。 
横浜市・川崎市 
横須賀市・茅ヶ崎市 

データ本位（完全）型 
・送信ファイルのファイル名に指定あり。 
・確認引受通知の送信が必要。 
・確認番号、地名地番の入力文字（数字）は、半角。 
・建築主氏名のフリガナは省略せずに、全角入力。 
・概要書は PDF のみ。用紙送付は不要。 
・概要書第三面に確認番号、日付を入力。 
・各申請は、確認申請時と同一の番号とする。 
・電子申請の場合、XML 形式の概要書１－２面データが

あれば、PDF 添付を要しない。（UTF-8 によらない外

字を含む場合は、画像データ送付を依頼） 
・建築工事届は PDF で送信の他、毎月 15 日と月末の月

2 回、用紙原本を郵送。 
・「確認引受通知」は、確認申請受理日の翌日までに行う。 

神戸市 データ本位（完全）型 
・各報告の表紙に、連絡先・担当者及び事前届出通知書番

号（年度を含む。例：R○‐○○○○）を記載。 
システムの「特記事項」→「報告元連絡先」に担当者、 
「特記事項」→「備考５」に事前届出通知書番号を記載。 

・建築場所等の数値は算用数字。 
・建築計画概要書の第一面の欄外に確認番号及び確認年

月日を記載。 
・定期報告対象建築物に該当する確認済証を交付した場

合、申請者に「特殊建築物等概要書」の記載を求め、そ

の内容を確認した上で、確認審査報告書に添付。 
・２項道路拡幅整備届出書の提出がなされている計画の

場合、「検査確認連絡カード」を記載の上、完了検査報

告書に添付。 
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団体名 （８）推奨ルールとの相違点 

寝屋川市 データ本位（完全）型 
・変更届はスキャナデータで送信、用紙送付は不要。 

  

指定確認検査機関 

日本ＥＲＩ（株） 
（株）東京建築検査機構 

データ本位（完全）型 
・建築計画概要書第 2 面までは、文字情報と画像情報の

両方を送付。 
・中間・完了検査報告書の第 2、3 面は画像情報のみ。 

ビューローベリタスジ

ャパン（株） 
データ本位（完全）型 
・確認申請書第 4～6 面、中間・完了検査申請書第 2、3 面

は画像情報の他、入力されていれば文字情報も送付。 
（株）住宅性能評価セ

ンター 
データ本位（完全）型 
・確認申請書第 4～6 面、中間・完了検査申請書第 2、3 面

は画像情報の他、入力されていれば文字情報も送付。 
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３インターネット検証環境の利用 

（１）利用概要 

インターネット検証環境とは、実務で利用している共用ＤＢのシステム環境とほぼ同一構成で、

インターネット回線を利用した動作検証用のシステム環境のことである。通知・報告配信システ

ムによる電子報告のテスト送受信や、台帳登録閲覧システムの試用などが行える。 

・利用対象者：特定行政庁、指定確認検査機関で、導入検討や導入後の動作検証を希望する方。 

・接 続 環 境：インターネット回線にブラウザソフトで接続ができること。 

・利 用 料：無料。 

・利用期間・時間：制限なし（システムメンテナンス時を除き利用可能）。ICBA への利用承諾は不要。 

・利 用 条 件：（２）ご利用にあたっての留意点を、全て承諾できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※電子報告のテスト送受信の詳細な操作方法は、「インターネット検証環境によるテスト送受信の

実施手順」https://www.icba.or.jp/zzfilebox/denshishinsei/int_kenshou.pdf による。 

特定行政庁 トップページ 指定確認検査機関 トップページ 

インターネット検証環境ログイン画面 

ログイン用 URL：https://icba.kenchikugyousei-db.jp/kksv01/kk1/ 

■特定行政庁ログイン情報 

組織名：東西市 
ユーザ ID 

A924100001 ～5 
パスワード 

test7704 
 

■指定確認検査機関ログイン情報 

組織名：ICBA 確認機構 
ユーザ ID 

A634100001 ～5 
パスワード 

test7704 
 

ログイン ログイン 

利用不可 
利用不可 

■電子報告テスト用 Zip ファイルダウンロード先 

https://www.icba.or.jp/kyoyodb/renkeishiyo/1002_if_kyotsuTool_samplefile_010114.zip 

電子報告 

■特定行政庁 利用可能なシステム 

・通知・報告配信システム 
・台帳登録閲覧システム 
・建築士・事務所登録閲覧システム 

■指定確認検査機関 利用可能なシステム 

・通知・報告配信システム 
・建築士・事務所登録閲覧システム 
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（２）ご利用にあたっての留意点 

・当検証環境は様々な特定行政庁、指定確認検査機関が利用するため、入力する内容は、他者に

参照されても支障のないものとすること。 

（ICBA は、当検証環境に登録されている情報について関知しない。） 

なお当検証環境における建築士・事務所登録閲覧システムに登録されているデータは、全て

架空の情報である。 

・当検証環境は新機能の検証などにも利用するため、不定期にシステムの動作不具合等が発生

する場合がある。当検証環境におけるシステム停止やデータ消失等全ての損害について、

ICBA はその責を負わない。 

・当検証環境は、ICBA のシステムサポート対象外とする。 

・ログイン時にパスワードの変更を求められた場合は、P32 「７インターネット検証環境のロ

グイン用パスワードについて」に従って、パスワードの更新を行うこと。 

・「管理メニュー」は、パスワードの変更を行う以外は操作しないこと。 
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４関係法令と解説 

行政報告として、従来の郵送本位型では建築基準法に基づき運用されているが、電子報告で

はこれに加えて、 

・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル手続法） 

・国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 

・国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する告示 

などの法令を根拠として運用している。 

 

（１）根拠法令の整理 

①運用の根拠 

建築基準法で定められた行政報告は、デジタル手続法、主務省令及び告示により、報告デー

タをオンラインで送受信する事が法的に実施可能となっている。 

デジタル手続法 第六条（電子情報処理組織による申請等） 

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他

のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で

定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子

計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。）を使用する

方法により行うことができる。 

デジタル手続法では、電子報告について、 

申請等（確認審査報告等）を行う場合、当該法令（建築基準法令）の規定にかかわらず、電子情

報処理組織（特定行政庁及び指定確認検査機関の電子計算機を電気通信回線で接続したもの）

を使用する方法で行うことができる、としている。（法第６条第１項） 
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②運用の条件 

主務省令 第四条（電子情報処理組織による申請等） 

法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、

当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等（次項に規定す

る書面等を除く。）に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき

行政機関等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し

て、申請等を行わなければならない。 

２ 前項の規定により申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該

申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され

若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき

事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。 

 

告示 第一条 

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施

行規則（平成十五年国土交通省令第二十五号。以下「規則」という。）第三条及び第七条に

規定する申請等を行う者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基

準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 行政機関等が交付するソフトウェア又は行政機関等の使用に係る電子計算機から入手

したソフトウェアを用いて、行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力

できる機能又はその他行政機関等が指定した様式に入力できる機能を有すること。 

二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。 

・その方法は主務省令で定める（デジタル手続法（以下「法」という）第６条第１項） 

↳（主務省令第４条第１項） 

・書面等に記載すべきこととされている事項 

・行政機関等（特定行政庁）が定める事項 

について、以下技術的基準に適合した電子計算機より入力・申請等を行うこと。 

↳（主務省令第３条 告示に定める基準→告示第１条） 

・行政機関等が交付するソフトウェア 

・行政機関等の使用する電子計算機から入手したソフトウェア 

のいずれかを用いて 

・行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力 

・行政機関等が指定した様式に入力 

のいずれかをできる機能を有することとなっている。 

共用ＤＢ、通知・報告配信システムでは下線部の方法を用いているが置き換えると、 

「行政機関等の使用する電子計算機」 → 共用ＤＢのサーバ機器 

「入手したソフトウェア」 → 通知・報告配信システム 

「行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式」 → 通知・報告配信シス

テムの提供するフォーマット 
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となるので、「共用ＤＢのサーバ機器にインストールされた通知・報告配信システムを

用いて、当システムの提供するフォーマットで送受する機能を利用する。」ことで、運

用の条件を満たしている。 

③実施方法 

主務省令 第四条（電子情報処理組織による申請等） 

３ 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされ

ている申請等を行う者は、前二項の規定により入力された事項についての情報に電子署名

を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当す

るものとともに送信しなければならない。 

一 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十二条の二第一項及び第三項（これ

らの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。）の規定に基づき登記官が作

成した電子証明書 

二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四

年法律第百五十三号）第三条第一項に規定する署名用電子証明書 

三 前二号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める電子証明書 

４ 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用

いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項

の電子計算機から入力しなければならない。 

・共用ＤＢでは利用者を制限・特定するために、ユーザＩＤ、パスワードの入力を行っている

が、これをもって主務省令第 4 条第 4 項による「特定行政庁が指定した識別番号及び暗証番

号を電子計算機に入力する」ことに代えている。 

・また共用ＤＢの利用契約では、ICBA が指定確認検査機関へユーザＩＤ、パスワードを発行す

ることが、主務省令第 4 条第 4 項による「行政機関等が指定する」ことに代えることとして

明示されている。 

④の代替について 

デジタル手続法 第六条（電子情報処理組織による申請等） 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定さ

れているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名

等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー

ド（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十

五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において

同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるもの

をもって代えることができる。 
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主務省令 第十三条（氏名又は名称を明らかにする措置） 

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 

一 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、第四条第一項の規定によ

り入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電

子証明書であって同条第三項各号のいずれかに該当するものとともに送信する措置 

二 識別番号及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から入力する措置（同条第四項の

規定が適用される場合に限る。） 

三 識別番号及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から入力し、並びに同項の電子計

算機において設定した生体認証符号等を使用する措置（同条第五項の規定が適用される

場合に限る。） 

四 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置 

・署名等は、主務省令で定めるものをもって代えることができる。（法第６条第４項） 

↳（主務省令第１３条第１項第二号） 

・識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置 

※通知・報告配信システムでは記名押印に代わる措置として、識別番号及び暗証番号を電子計

算機から入力する方法で対応している。 

 

（２）建築基準法 

第六条の二（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認） 

５ 第一項の規定による指定を受けた者（注：指定確認検査機関）は、同項の確認済証又は前項の通知書の

交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報

告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める

書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。 

第七条の二（国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査） 

６ 第一項の規定による指定を受けた者（注：指定確認検査機関）は、同項の検査をしたときは、国土交通

省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査を

した建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなけ

ればならない。 

第七条の四（国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査） 

６ 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者（注：指定確認検査機関）は、第一項の検査をしたとき

は、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、

同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に

提出しなければならない。 

第七条の六（検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限） 

３ 第七条の二第一項の規定による指定を受けた者（注：指定確認検査機関）は、第一項第二号の規定によ

る認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認

定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、

これを特定行政庁に提出しなければならない。 
 

（３）建築基準法施行規則 

第三条の五（確認審査報告書） 

法第六条の二第五項（法第八十七条第一項、法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の国土交通省令で定める期間は、法第六条の
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二第一項の確認済証又は同条第四項の通知書の交付の日から七日以内とする。 
２ 法第六条の二第五項に規定する確認審査報告書は、別記第十六号様式による。 
３ 法第六条の二第五項の国土交通省令で定める書類（法第六条の二第一項の確認済証の交付をした場合に

限る。）は、次の各号に掲げる書類とする。 
一 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類 
イ 建築物 別記第二号様式の第四面から第六面までによる書類並びに別記第三号様式による建築計画

概要書 
ロ 建築設備 別記第八号様式の第二面による書類 
ハ 法第八十八条第一項に規定する工作物 別記第十号様式（観光用エレベーター等にあつては、別記第

八号様式（昇降機用））の第二面による書類 
ニ 法第八十八条第二項に規定する工作物 別記第十二号様式による築造計画概要書 

二 法第十八条の三第一項に規定する確認審査等に関する指針（以下単に「確認審査等に関する指針」とい

う。）に従つて法第六条の二第一項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国

土交通大臣が定める様式によるもの 
三 適合判定通知書又はその写し 

４ 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応

じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル

又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。 

第四条の五（完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式） 

法第七条の二第三項（法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合

を含む。次項において同じ。）の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十二号様式に

よる。 

２ 法第七条の二第三項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第二十三号様式による。 

３ 前項の通知は、法第七条の二第一項（法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項におい

て準用する場合を含む。第四条の七において同じ。）の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、

当該検査の引受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、

しなければならない。 

第四条の七（完了検査報告書） 

法第七条の二第六項（法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）の国土交通省令で定める期間は、法第七条の二第五項（法第八十七

条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。）の検査済証の交付の日

又は第四条の五の二第一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 

２ 法第七条の二第六項に規定する完了検査報告書は、別記第二十五号様式による。 

３ 法第七条の二第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一 別記第十九号様式の第二面から第四面までによる書類 

二 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の二第一項の規定による検査を行つたことを証する書類と

して国土交通大臣が定める様式によるもの 

４ 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応

じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル

又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。 

第四条の十二（中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式） 

法第七条の四第二項（法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第二十九号様式による。 

２ 法第七条の四第二項の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第三十号様式による。 

３ 前項の通知は、法第七条の四第一項（法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合

を含む。第四条の十四において同じ。）の検査の引受けを行つた日から七日以内で、かつ、当該検査の引

受けに係る工事が完了した日から四日が経過する日までに、建築主事に到達するように、しなければな

らない。 

第四条の十四（中間検査報告書） 

法第七条の四第六項（法第八十七条の四又は法第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）の国土交通省令で定める期間は、法第七条の四第三項（法第八十七条の四又は法第

八十八条第一項において準用する場合を含む。）の中間検査合格証の交付の日又は第四条の十二の二第
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一項の規定による通知をした日から七日以内とする。 

２ 法第七条の四第六項に規定する中間検査報告書は、別記第三十二号様式による。 

３ 法第七条の四第六項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

一 別記第二十六号様式の第二面から第四面までによる書類 

二 確認審査等に関する指針に従つて法第七条の四第一項の規定による検査を行つたことを証する書類と

して国土交通大臣が定める様式によるもの 

４ 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応

じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル

又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。 

第四条の十六の二（仮使用認定報告書） 

法第七条の六第三項（法第八十七条の四又は法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）の国土交通省令で定める期間は、前条第五項の規定による通知をし

た日から七日以内とする。 

２ 法第七条の六第三項に規定する仮使用認定報告書は、別記第三十五号の四様式による。 

３ 法第七条の六第三項の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

一 別記第三十四号様式の第二面による書類 

二 法第七条の六第一項第二号に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する

書類として国土交通大臣が定める様式によるもの 

４ 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応

じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル

又は磁気ディスク等をもつて同項各号の書類に代えることができる。 

 

（４）情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 

第三条（定義） 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

二 行政機関等 次に掲げるものをいう。 

イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内

閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関、国家行

政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれ

らに置かれる機関 

ロ イに掲げる機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの 

ハ 地方公共団体又はその機関（議会を除く。） 

ニ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法

人をいう。ヘにおいて同じ。） 

ホ 地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方

独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。） 

ヘ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人（独立

行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人

（地方独立行政法人を除く。）のうち、政令で定めるもの 

ト 行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づ

きその全部又は一部を行わせる者を指定した場合におけるその指定を受けた者（注：指定確認検査機

関） 

チ ニからトまでに掲げる者（トに掲げる者については、当該者が法人である場合に限る。）の長 

五 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。 

六 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。 
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七 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 

八 申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知（訴訟手続その他の

裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続（以

下この条及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。）において行われるものを除く。）をいう。

（注：確認審査報告は申請等に該当）この場合において、経由機関（法令の規定に基づき他の行政機関

等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以

下この号において同じ。）があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に

対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行わ

れるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。 

九 処分通知等 処分（行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。）の通知その他の法令の規

定に基づき行政機関等が行う通知（不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを

除く。）をいう。この場合において、経由機関（法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を

経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同

じ。）があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対し

て行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、そ

れぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。 

第六条（電子情報処理組織による申請等） 

申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が

規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務

省令で定める電子情報処理組織（行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）

とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

次章を除き、以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。 

２ 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法

令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の

規定を適用する。 

３ 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみ

なす。 

４ 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第

一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定

にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第七項に規定する個人番号カ

ードをいう。第十一条において同じ。）の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省

令で定めるものをもって代えることができる。 

 

（５）国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

施行規則 

第一条（趣旨） 

国土交通省の所管する法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成

十四年法律第百五十一号。以下「法」という。）第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律

に基づく命令（告示を含む。）、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特

別の定めのある場合を除き、この省令の定めるところによる。 

第三条（申請等に係る電子情報処理組織） 

法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の

使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国土交通大臣が告示で定め

る技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。 

第四条（電子情報処理組織による申請等） 

法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を

書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等（次項に規定する書面等を除く。）に記載

すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を、前条の申請
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等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。 

２ 前項の規定により申請等を行う者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該申請等を書面等

により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録され

ている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければな

らない。 

３ 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行

う者は、前二項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署

名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。 

一 商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）第十二条の二第一項及び第三項（これらの規定を他の法

令の規定において準用する場合を含む。）の規定に基づき登記官が作成した電子証明書 

二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成十四年法律第百五十

三号）第三条第一項に規定する署名用電子証明書 

三 前二号に規定するもののほか、国土交通大臣が告示で定める電子証明書 

４ 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされて

いる申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力しなけれ

ばならない。 

５ 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号並びに生体認証符号等

（個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認

証するための符号をいう。以下同じ。）を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識

別番号及び暗証番号を第一項の電子計算機から入力し、並びに同項の電子計算機において設定した生体

認証符号等を入力しなければならない。 

６ 申請等を行う者は、次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、

第二項の規定により入力しなければならない事項のうち行政機関等が指定するものについて入力を要し

ない。 

一 申請等を行う者に係る第三項各号に掲げる電子証明書を送信するとき。 

二 電気通信回線を使用して提供される登記情報（電気通信回線による登記情報の提供に関する法律（平成

十一年法律第二百二十六号）第二条第一項に規定する登記情報をいう。）の利用を行政機関等に依頼す

るとき。 

三 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則（平成十八年二月七日法務省令

第十二号）第二百二十三条に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する

日まで不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置くとき。 

四 法令の規定により添付すべきこととされている地形図、位置図その他の地図に表示すべき位置情報を、

申請等が行われるべき行政機関等が指定する地理情報システムにより作成し、これを送信するとき。 

第十三条（氏名又は名称を明らかにする措置） 

法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 

一 申請等が行われるべき行政機関等が指定するところにより、第四条第一項の規定により入力された事

項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項

各号のいずれかに該当するものとともに送信する措置 

二 識別番号及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から入力する措置（同条第四項の規定が適用され

る場合に限る。） 

三 識別番号及び暗証番号を第四条第一項の電子計算機から入力し、並びに同項の電子計算機において設

定した生体認証符号等を使用する措置（同条第五項の規定が適用される場合に限る。） 

四 前各号に掲げるもののほか、行政機関等が定める措置 

 

（６）国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する告示 

第一条 

国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成十

五年国土交通省令第二十五号。以下「規則」という。）第三条及び第七条に規定する申請等を行う者及び
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処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げるものとする。 

一 行政機関等が交付するソフトウェア又は行政機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェ

アを用いて、行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能又はその他行政

機関等が指定した様式に入力できる機能を有すること。 

二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。 

第二条 

申請等を行う者が規則第四条第二項に基づき当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべき

こととされている書面等に記載され又は記載すべき事項を光学式読取装置を用いてファイルに記録す

るときは、行政機関等は、その情報に記録した日時及び記録した事項が当該書面等に記載されている事

項と相違ない旨を記録させることができる。 

第三条 

規則第四条第三項第三号に規定する電子証明書は、次の各号に掲げるものとする。 

一 政府認証基盤（複数の認証局によって構成される認証基盤であって、国の行政機関の長その他 の国家

公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるため

に運営するものをいう。以下同じ。）におけるブリッジ認証局（政府認証基盤を構成する認証 局であっ

て、政府認証基盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。）と

相互認証を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの（規則第三

条第三項第一号に規定するものを除く。）であって、行政機関等が交付するソフトウェア又 は行政機関

等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて送信することができ、かつ、行政機関等

の使用に係る電子計算機において識別することができるもの 

二 前号に掲げるもののほか、行政機関等が指定するもの 

第四条 

規則第四条第六項第三号に規定する期間は、申請等を行った日から五年を経過する日までとする。 

第五条 

規則第八条第一項に規定する電子証明書は、政府認証基盤における国土交通省の認証局が作成するもの

その他行政機関等が指定するものとする。 
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５電子報告開始時の開始依頼書（例） 

（１）電子報告開始依頼文書 

電子報告を開始する際の、特定行政庁から指定確認検査機関に依頼する文書の一例を示す。 

主務省令第 4 条第 1 項により、特定行政庁は報告の書面に記載すべき事項等を定めることと

されている。 

定め方の法的制限は無いため、文書や電子メールによる依頼でこれに代える事例が多い。 

当資料掲載ページ 

（ICBA サイト）：https://www.icba.or.jp/kyoyodb/top/DenshiHoukoku-RequestForm.docx 

P1 
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P2 

 
（１）の序文では、各通知・報告の入力内容について、①書面等に記載されている事項、②特

定行政庁が定めた事項、について記載すること（主務省令第 4 条第 1 項）及び、告示で定める

技術的基準に適合した電子計算機（共用データベースシステム、NICE システム、その他システ

ム）を利用すること（主務省令第 3 条第 1 項、告示第 1 条）を明示している。 
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P3 
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P4 

 
留意事項の内容は、双方協議の上、適宜加筆修正等行う。但し、他団体、他機関との電子報告

業務を考慮し、加筆修正等は最小限とされたい。 
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６「提出」に関する考察 

確認審査報告書等の報告期限は「交付から 7 日以内に提出」とされているが、実務にお

いて、いつまでにどのような状態で提出すればよいのかを、用紙報告、電子報告の両ケ

ースについて考察する。 

（１）民法 

第九十七条（意思表示の効力発生時期等） 

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 

第百三十八条（期間の計算の通則） 

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に

別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 

第百三十九条（期間の起算） 

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 

第百四十条（期間の起算） 

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、そ

の期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 

第百四十一条（期間の満了） 

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 

第百四十二条 

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規

定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、

期間は、その翌日に満了する。 

（２）最高裁判決 昭和３３年（オ）第３１５号、同３６年４月２０日第一小法廷 

隔地者間の意思表示に準ずべき右催告は民法九七条により（略）に到達することによつ

てその効力を生ずべき筋合のものであり、ここに到達とは（略）受領の権限を付与され

ていた者によつて受領され或は了知されることを要するの謂ではなく、それらの者にと

つて了知可能の状態におかれたことを意味するものと解すべく、換言すれば意思表示の

書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲（支配圏）内におかれることを以て足るものと解

すべきところ 

 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53631 
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【解説】 

・確認審査報告書は、確認済証交付から 7 日以内に提出、と規定 

（基準法第 6 条の 2、施行規則第 3 条の 5） 

 

＜用紙報告の場合＞ 

■「到達」について 

・「提出」は、「相手方に到達した時」と規定。 

（民法第 97 条） 

・「到達」とは、相手先の支配圏内に置かれること。 

（最高裁判決昭和 33（オ）第 315 号、昭和 36．4．20 第一小法廷） 

※よって相手の支配圏内に置かれる（＝特定行政庁のポストの投函される）時に「提出」がな

された、と考えられる。 

 

■到達期限について 

・用紙、電子報告における到達期間は、民法の定めによる。 

（民法第 138 条） 

・報告の開始日は、確認済証交付の翌日から起算する。 

（民法第 140 条） 

・報告期日が日祝日等の場合は、その翌開庁日を期日とする。 

（民法第 142 条） 

※以上により用紙報告の到達期限は確認済証交付日の翌日から 7 日間となり、7 日目が閉庁日

の場合は翌開庁日までに特定行政庁のポストに投函されればよい、と考えられる。 

 

＜電子報告の場合＞ 

・「到達」とは、通知・報告配信システムに送信データが記録されたときのことを言う。特定

行政庁が記録されたことを認知していなくても成立する。 

（デジタル手続法第 6 条第 3 項） 

※以上により電子報告の到達期限は確認済証交付日の翌日から 7 日間となり、7 日目が閉庁日

の場合は翌開庁日までに通知・報告配信システムに送信データが記録されればよい、と考え

られる。 

―――――――――― 

なお、用紙報告、電子報告いずれの場合であっても、特定行政庁は行政手続法第 7 条（申請に

対する審査、応答）により、報告が到達したら遅滞なく審査を開始しなければならない、とさ

れている。 
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７インターネット検証環境のログイン用パスワードについて 

建築行政共用データベースシステムでは、ログイン情報のうちパスワードは 3 か月毎に変更

しなければならない仕様となっている。 

ログインする際にパスワードの変更を求められた場合は、当初のパスワード「test7704」を

継続できるよう、以下手順の操作をお願いしたい。 

 

①インターネット検証環境にログイン 

 
インターネット検証環境にログイン情報を入力し、「ログイン」をクリックする。 

 

 

②パスワード変更（3 か月毎に強制変更） 

 
前回パスワード変更から 3 か月が経過すると、パスワード変更を求められる。 

現在のパスワード：「test7704」を入力。 

新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）：「test7705」を入力。 

「変更」をクリックで確定。 

 

③パスワード変更完了 

 
「トップページへ」をクリックし、トップ画面を表示。 
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④パスワード変更（再設定） 

 
引き続きパスワードを本書記載のもので継続利用するため、「パスワード変更」より、再度パ

スワードを変更する。 

 

⑤パスワードの入力 

 
現在のパスワード：「test7705」を入力。 

新しいパスワード、新しいパスワード（再入力）：「test7704」を入力し、「変更」をクリック。 

従前からのパスワードに戻すことができた。 

 

「トップ画面」をクリックし、トップページに戻る。 
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おわりに 

 

本ガイドライン作成に当たり、公務ご多忙の中、電子報告の最前線におられる特定行政庁及

び指定確認検査機関の方々に多大なるご協力をいただきました。 

この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 
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